
2017 年 9 月 12 日 

各 位 

大学院課政策創造研究科担当 

 

長期履修計画変更手続について（3 月修了） 

 

長期履修制度（3年制・4年制）を選択されている方で、履修計画を短縮して

2017年度末（2018年 3月）に修了を希望される場合は、下記の手続が必要とな

ります。 

 

１．長期履修計画変更申請書に記入 

   下記、URLより書類が入手できます。 

http://www.hosei.ac.jp/gs/jyugyo/sozo/todoke/index.html 

   ※指導教員による承認の署名が必要です。 

 

２．事務室へ書類提出。 

  提出期間：2017年 9月 16日（土）～9月 23日（土）17:00【厳守】 

       窓口開室時間のみ提出可能。 

郵送の場合は締切日まで、かつ事務取扱時間内に必着のこと。 

 

３．学費の差額を振込む 

10月末までに振込のこと。 

（ただし、通常学費を 9月末までに完納していることが申請条件です。） 

 

2017年度研究科ガイド P.23＆P.40を必ず読み、

内容を理解してから手続してください。 

http://www.hosei.ac.jp/gs/jyugyo/sozo/todoke/index.html

